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選手契約および登録に関する規程 

第１章 選手契約 

第１節 総 則 

第１条〔目 的〕 

本規程は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリ

ーグ（以下「Ｂリーグ」という）の会員たるクラブ（以下「Ｂクラブ」という）

およびその選手の契約と登録等に関する事項について定める。 

第２条〔契約区分〕 

選手の契約区分は次の各号のとおりとする 

①アマチュア選手 

②プロ選手 

第３条〔アマチュア選手〕 

アマチュア選手とは、その所属クラブとの書面または電磁的記録による誓約を

有しており、報酬または利益を目的とすることなくプレーする者をいい、交通費、

宿泊費および保険料等の実費ならびに手当（備品手当、食事手当、その他Ｂクラ

ブが必要と判断し、かつＢリーグが合理的と認める手当をいう）以外を受理して

はならない。また、各手当の金額は当該経費として常識的な水準でなければなら

ず、ひと月当たりの全手当の総額は10万円（一切の税金を含む）を超過してはな

らない。 

第４条〔プロ選手〕 

プロ選手とは、その所属クラブとの書面または電磁的記録による契約を有して

おり、当該選手のバスケットボール選手としての活動の対価として、当該選手が

被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう。ただし、ここでの「バスケ

ットボール選手としての活動」とは、プレーヤーとして試合に出場し、そのため

にトレーニングを行い、付随して広報活動、ファンサービス、社会貢献活動を行

うものを指す。 

第５条〔新人選手〕 

新人選手とは、外国籍選手（公益財団法人日本バスケットボール協会（以下「協
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会」という）の基本規程第99条に定めるものをいう。以下同じ）に該当せず、か

つ国内リーグ（NBL、bjリーグ、NBDL、B3）および海外リーグ（NBA Summer League

含む）の在籍経験がなく、当該シーズンに初めてＢリーグにリーグ登録された選

手をいう。 

なお、上記に基づき新人選手として扱われるシーズンにおいて、当該シーズン

３月31日時点で22歳以下の選手は、Ｂ１およびＢ２リーグ戦の１シーズンの出場

試合数が当該選手の所属するチームの行った試合の半分以下の場合、当該シーズ

ンの翌シーズンも新人選手として扱うものとし、以後も同様とする。但し、当該

選手が、インジュアリーリストに登録されていた期間を除き、１シーズンのすべ

てにわたってリーグ選手登録された場合は、当該シーズンまで新人選手として扱

うものとし、翌シーズン以後は新人選手として扱わないものとする。 

第６条〔アマチュア選手誓約〕 

アマチュア選手は、所属クラブに対し、Ｂリーグが定めるアマチュア選手誓約

書またはそれに準ずる書面に署名（電磁的方法によるものを含む）し提出するこ

ととする。なお、当該クラブは本書のほか、当該選手との間で諸手当について確

認した書式の写しすべてをＢリーグに提出しなければならない。 

第７条〔プロ選手契約〕 

プロ選手は、所属クラブとの間に、協会が定める選手統一契約書を締結するこ

ととする。なお、当該クラブは選手統一契約書のほか、当該選手と締結したすべ

ての契約書の写しをＢリーグに提出しなければならない。 

第８条〔プロ選手契約の原則〕 

プロ選手及び当該選手と契約を締結するＢクラブは、選手契約に関して、次の

各号の原則を守らなければならない。 

① 契約は尊重されなければならない 

② 契約は正当事由がある場合には、解除することができる 

③ 正当事由のない契約の解除の場合、損害賠償が支払われるべきであり、か

かる損害賠償は当該契約において予め規定することができる。 

④ 正当事由のない契約の解除の場合、違反当事者に対して、懲罰を科すこと

ができるものとする。 

第９条〔契約年数〕 

(1) 契約の最長期間は４年間とし、最短期間は原則として当該契約の効力発生日

から、シーズン終了時までとする。なお、ここでシーズン終了時とは、６月末

日をさす。ただし、外国籍選手、帰化選手、他連盟に選手登録している特別指
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定選手、ユース育成特別枠選手およびアジア特別枠選手における最短期間はこ

れによらない。なお、帰化選手とは第31条第１項に定めるものをいい、また、

特別指定選手、ユース育成特別枠選手およびアジア特別枠選手とはそれぞれ第

２章第２節、第２章第４節および第２章第５節に基づきそれぞれ認定された選

手を意味し、以下同様とする。 

(2) 前項に関わらず、U22枠選手（第２章第３節に基づき認定された選手を意味す

る。以下同じ）の契約の最長期間および最短期間は次の各号のとおりとする。

なお、ここでシーズン終了時とは、６月末日をさす。 

① 前シーズン４月１日時点で満18歳の選手：最長期間は当該契約の効力発生

日が属するシーズンから起算して４シーズン後のシーズン終了時までとする。

また、最短期間は当該契約の効力発生日が属するシーズンから起算して３シ

ーズン後のシーズン終了時までとする。 

② 前シーズン４月１日時点で満19歳の選手：最長期間および最短期間いずれ

も当該契約の効力発生日が属するシーズンから起算して３シーズン後のシー

ズン終了時までとする。 

第10条〔選手の報酬等〕 

(1) Ｂクラブは、プロ契約選手に対し、第７条に基づきＢリーグに提出した契約

書に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与しては

ならない。 

(2) Ｂクラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最

も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。 

(3) Ｂ１、Ｂ２クラブの基本選手年俸については、以下のとおりとする 

① Ｂ１：最低年俸は300万円（税抜）、新人選手のみ上限460万円（税抜）とす

る。 

② Ｂ２：最低年俸は240万円（税抜）、新人選手のみ上限460万円（税抜）とす

る。 

(4) 前項にかかわらず、U22枠選手の基本選手年俸については、最低年俸は300万

円（税抜）とし、460万円（税抜）を上限とする。 

(5) 当該シーズン9月1日以降に契約期間が開始される場合の基本選手年俸につい

ては、以下のとおりとする。 

① Ｂ１：最低年俸は月額25万円（税抜）に対して契約期間の月数を乗じた額

を採用する。ただし、日割り計算は行わず、１日でも期間に含む月はこれを

１カ月分として採用する。 

② Ｂ２：最低年俸は月額20万円（税抜）に対して契約期間の月数を乗じた額

を採用する。ただし、日割り計算は行わず、１日でも期間に含む月はこれを

１カ月分として採用する。 
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③ 新人選手の最高報酬額：Ｂ１Ｂ２ともに新人選手の上限は38.3万円（税抜）

に対して契約期間の月数を乗じた額を採用する。ただし、日割り計算は行わ

ず、１日でも期間に含む月はこれを１カ月分として採用する。 

④ U22枠選手：前各号にかかわらず、Ｂ１Ｂ２ともにU22枠選手の最低年俸は

月額25万円（税抜）に対して契約期間の月数を乗じた額を採用する。ただし、

日割り計算は行わず、１日でも期間に含む月はこれを１カ月分として採用す

る。 

(6) 新人選手のインセンティブ給については、以下のとおりとする。 

① クラブが支払うことのできるインセンティブ給は、出場給（公式戦に出場

した場合に、１試合ごとに支払われる報酬）と勝利給（公式戦において所属

クラブが勝利した場合に、１試合ごとに支払われる報酬）のみとする。 

② 出場給の上限は５万円（税抜）/試合とし、勝利給の上限は８万円（税抜）

/試合とする。 

(7) 新人選手において、複数年の契約を締結した場合の基本年俸については、前

４項の上限額が契約期間中適用されるものとする。ただし、2026-27シーズン以

降を含む複数年契約を、当該2026-27シーズン以降B.PREMIERに所属するクラブ

が締結した場合、2026-27シーズン以降の最低年俸は800万円（税抜）とし、特

定新人選手選択会議（ドラフト）規程に従い当該選手が該当する1巡目指名の年

俸を上限額とする。なお、インセンティブ給については前項のとおりとする。 

(8) Ｂクラブは、U22枠選手に対し、インセンティブ給を支払ってはならない。 

第２節 契約更新 

第11条〔契約更新通知期限〕 

Ｂクラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する意思およびその契約

条件を、シーズン終了の７日後までに書面により通知しなければならない。当該

期日までに契約更新通知がなかった場合、当該Ｂクラブに契約更新の意思が無い

ものとみなし、当該Ｂクラブは当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しな

ければならない。なお、ここでいうシーズン終了日とは、当該ＢクラブのＢリー

グ公式戦（チャンピオンシップおよびプレーオフを含む）終了日をさす。ただし、

Basketball Champions League Asiaへ出場するＢクラブのシーズン終了日は、当

該大会での最後の試合日をさすこととし、シーズン終了の３日後までに書面によ

り通知することとする。 

第12条〔自由交渉選手リスト〕 

(1) Ｂクラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、Ｂクラブ

は所属選手を自由交渉選手リストへ公示する。 
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① 所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合 

② 所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないこ

とが確定した場合 

③ 所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合 

④ 所属元クラブと当該選手との現行契約が合意解約または解除により終了し

た場合 

(2) 前項各号の規定にかかわらず、所属選手が所属元クラブとの契約終了後に移

籍する移籍先との間において、すでに契約の合意および締結がなされている場

合は、自由交渉選手リストへの公示は行われない。 

(3) いかなるクラブも、所属元クラブへの通知なくして、自由交渉選手リストに

掲載された選手と契約交渉および契約締結できるものとする。 

第13条〔契約交渉期限〕 

Ｂクラブは、契約更新通知後すみやかに選手との交渉の場を設定し、契約更新

通知期限から２週間後に設定される契約交渉期限までに、新たな契約の条件につ

いての交渉を終えなければならない。契約交渉期限までに更新通知に対する選手

からの回答がなかった場合、選手は契約更新を承諾したものとみなされる。 

第14条〔選手契約の締結〕 

Ｂクラブと選手が新たな契約の条件について合意した場合、両当事者は、すみ

やかに当該契約を締結し、Ｂクラブは、締結したすべての契約書の写しをＢリー

グに提出しなければならない。 

第15条〔自由交渉選手リストへの登録〕 

(1) 契約交渉期限までにＢクラブと選手との交渉が決裂して契約更新しないこと

が確定した場合、Ｂクラブは、ただちに当該選手を自由交渉選手リストに登録

しなければならない。ただし、当該選手と所属元クラブとの契約期間後におい

て、当該選手が移籍先クラブとの契約を当該時点で合意または決定している場

合は、この限りではない。 

(2) 契約交渉期限までに契約更新の最終合意に至らなかった場合でも、選手とＢ

クラブの合意があれば、自由交渉選手リストへの申請を延期することができる。

ただし、申請を延期できる期日は、現行契約の満了日までとする。 

(3) 自由交渉選手リストへの登録申請は「自由交渉選手リスト公示申請書」によ

り行う。 

(4) 自由交渉選手リストに登録された選手は、所属元クラブへの通知なくして、

自由に他クラブと契約交渉および契約締結することができる。 

(5) 自由交渉選手リストに登録された選手がいずれかのＢクラブと契約を締結し
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た場合、当該Ｂクラブは当該選手を自由交渉選手リストから抹消するための申

請を「自由交渉選手リスト抹消申請書」により行うものとする。 

(6) 自由交渉選手リストに登録された選手が自由交渉選手リストからの抹消を希

望した場合、所属元クラブは当該選手を自由交渉選手リストから抹消するため

の申請を行うものとする。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３節 移 籍 

第16条〔移籍の手続き〕 

(1) 選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元クラブから登録抹消され、

移籍先クラブが登録申請をし、協会の承認を得なければならない。 

(2) 前項により移籍元クラブが抹消申請をするべきにもかかわらずこれを行わな

いときは、協会は、移籍を希望する選手の申請に基づき移籍元クラブの承諾に

変わる決定をなすことができる。 

第17条〔アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合〕 

アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先クラブへ移籍したい旨を申し

出た場合、移籍元クラブは、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のい

かんを問わず、当該移籍に関し対価を請求することができない。 

第18条〔アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合〕 

アマチュア選手が、プロ選手として移籍先クラブへ移籍したい旨を申し出た場

合、移籍元クラブは、当該移籍について異議を申し立てることができない。 

自クラブ 

他クラブ 

自由交渉 

選手リスト 

最終戦 
更新通知期限 

1/1 
他クラブ交渉開始可能日 

契約交渉期限 
(更新通知期限より２週間) 

6/30 
契約満了日 

シーズン3/4
終了時 

登録最終日 (＋７日) 

契約期間 

契約更改交渉期間 

交渉可能期間 
※要所属クラブへの事前通知 

自由交渉可能期間 
※シーズン終了翌日より公示 
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第19条〔プロ選手がプロ選手として移籍する場合〕 

プロ選手との間でプロ選手としての契約を締結しようと意図するクラブは、下

記のとおりとする。 

① 契約期間満了後の移籍の場合、移籍先クラブは、当該選手およびその代理

人による交渉意向の有無を問わず、当該プロ選手との交渉に入る前に書面に

より当該プロ選手のその時点で在籍するクラブに通知しなければならない。

但し、当該プロ選手が自由交渉選手リストに登録されている場合を除く。な

お、移籍先クラブは、当該プロ選手がその時点のクラブとの契約が満了した

か、または満了前６ケ月間に限り、該当プロ選手と契約交渉および契約締結

をすることができるものとする。 

② プロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先クラブと移籍元クラブとが

移籍に伴う補償について合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、

移籍を行うことができる。この場合の補償については、クラブ間での交渉に

より決定される。 

第19条の２〔U22枠選手に係る移籍〕 

前条の規定にかかわらず、U22枠選手に係る移籍交渉については以下の各号のと

おりとする。 

① いかなるクラブも、U22枠選手の所属元クラブとの契約最終年満了６ヶ月前

から３ヶ月前までは、所属元クラブへの事前通知および所属元クラブの合意

なくして、当該選手と移籍交渉はできない。 

② いかなるクラブも、U22枠選手の所属元クラブとの契約最終年満了３ヶ月前

以降は、所属元クラブへの事前通知により、当該選手と移籍交渉ができる。 

第20条〔プロ選手の期限付移籍〕 

(1) プロ選手は、選手と関連するクラブとの間の書面または電磁的記録による合

意により他のクラブに期限付移籍されることができ、その場合移籍先クラブ、

移籍元クラブ、該当選手とは、三者間契約を締結するものとする。なお、併せ

て該当選手と移籍先クラブは所定の期限付移籍契約書を締結する。 

(2) 期限付移籍に際して、移籍元クラブおよび選手自身の書面による同意なしに、

移籍先クラブは選手を第三のクラブに移籍させる権利を有しない。 

(3) 期限付移籍の移籍期間は、最短１ケ月から最長移籍元クラブと当該選手との

原契約満了日までとする。 

(4) 移籍元クラブは、移籍先クラブへ補償金を請求することができ、その金額は

移籍元クラブと移籍先クラブとの交渉によって決定される。 

(5) いずれの時点においても、期限付移籍によりクラブが受け入れる選手は２名

を超えてはならず、期限付移籍により他クラブに移籍させる選手は２名を超え
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てはならない。 

(6) U22枠選手が期限付移籍をする場合、移籍先クラブではU22枠選手、および特

別指定選手として登録することはできない。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４節 支度金 

第21条〔目 的〕 

本節は、Ｂクラブが新規採用した選手および移籍した選手に対して支払うこと

ができる、支度金の上限額について定める。 

第22条〔支度金支給上限額〕 

支度金支給上限額は、下図のとおりとする。なお、いずれの金額も消費税を含

むものとする。 

（単位：万円） 

費用/支払対象 独身者 妻帯者(配偶者のみ) 妻帯者(同居扶養家族有) 

住居費 80(１ＤＫ) 100(２ＤＫ) 150(３ＬＤＫ) 

子ども用品等 ０ ０ 50 

家具等 
電化製品 100 

その他の家具等 100 

自動車 100 

１）クラブは契約更新通知期日までに、契約更新の意
思がある場合はその通知を行い、その後選手との交渉
を行う。 
２）選手との交渉は契約更新通知期日から２週間以内
に行い、それまでに交渉が決裂した場合は、その選手
は自動的に自由交渉選手リストへ掲載される。 

クラブの契約
更新の意思 

クラブは期日までに 
選手に通知する 
※期日までに通知のな
き場合は更新の意思が
ないものとみなす 

自由交渉選手リスト 
に選手を掲載 

クラブは期日までに 
選手に通知する 

選手との交渉 

なし 

あり 

選手から回答なし 合意 決裂 

契約更新を承諾した 
とみなす 

＋７日 

更新通知期限 

通知期限より
２週間 

契約交渉期限 

契約満了日 

リスト掲載 
延長期日 

シーズン 
終了 

契約更新 
 

※契約更新に向けた交渉中で、選
手とクラブが双方合意した場合、
契約満了日を期限として自由交渉
選手リストへの掲載を延期できる 

最終提示額証明書の提出 
自由交渉選手リストへの掲載 
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合計 380 400 500 

第23条〔支給時期〕 

支度金を支払う場合は、次の各号のとおりとする。 

① 初めてプロ契約選手として、統一契約を締結するとき。 

② 移籍によりプロ契約選手を新たに獲得するとき。ただし、支度金に該当す

る費用が伴う場合のみ。 

第24条〔支払対象区分〕 

支度金の支払対象は、次の各号のとおりとする。 

① 独身者 

② 妻帯者（配偶者のみ） 

③ 妻帯者でかつ同居の扶養家族がいる場合 

第25条〔支度金該当費目〕 

支度金の該当費目は、次の各号のとおりとする。 

① 住居費 

② 家具等 

③ 子供用品等 

④ 自動車 

第26条〔その他〕 

Ｂクラブは、新規採用した選手および移籍により獲得した選手に対し、支度金

のほか、引越し費用および引越しに関わる交通費、宿泊費の実費を支給すること

ができる。 

第２章 選手登録 

第１節 選手登録 

第27条〔選手登録〕 

(1) Ｂクラブは、協会の基本規程第104条[選手登録の手続き]の定めるところによ

り、契約したすべての選手を協会へ選手登録しなければならない。 

(2) Ｂクラブは、契約したすべての選手を所定の方法でリーグ登録しなければな

らない。 

(3) 協会に登録し、リーグ登録が完了した選手に限り公式試合に出場することが
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でき、未登録の選手を公式試合に出場させてはならない。 

第28条〔再登録の禁止〕 

選手は、原則同一シーズン内で２回以上同一クラブへのリーグ登録ができない。

ただし、NBA、NBA GリーグまたはNBAサマーリーグへの出場のために登録を抹消し、

当該リーグの球団に所属した後に、同一Ｂクラブにて再度登録を行う場合は除く。 

第29条〔登録区分〕 

(1) 協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。 

① アマチュア選手 

② プロ選手 

(2) 選手は、前項に従いプロ選手またはアマチュア選手のいずれかとして協会に

登録しなければならない。なお、登録した選手は、協会およびＢリーグの諸規

則に従う。 

第30条〔登録人数〕 

(1) クラブの選手登録人数は、次の各号の要件を満たすものとする。 

① Ｂ１クラブのアマチュア選手は２名以内とする。 

② Ｂ２クラブのプロ選手は５名以上とする。 

(2) クラブの選手登録人数は、Ｂ１およびＢ２クラブいずれも10名から13名とす

る。 

(3) 前第１項第１号の規定にかかわらず、特別指定選手およびユース育成特別枠

選手においてはアマチュア選手の登録上限数を適用しない。 

第31条〔外国籍選手と帰化選手〕 

(1)  Ｂクラブがリーグ登録できる外国籍選手数は、１クラブ合計３名以内とし、

アジア特別枠選手または帰化選手（満16歳となった後に国籍法に基づく帰化に

よって日本国籍を取得した選手をいう。以下同じ。）については、外国籍選手と

別途１クラブ１名以内とし、アジア特別枠選手と帰化選手を同時に１クラブ合

計２名以上登録することはできない。 

(2) リーグ登録完了後に適法に帰化が許可された外国籍選手は、所定の手続きに

より帰化選手として登録しなければならない。ただし、当該クラブに別途アジ

ア特別枠選手または帰化選手が登録されている場合、当該選手は当該シーズン

において外国籍選手と同様に取り扱う。 

(3) アジア特別枠選手の登録に関する事項は第２節規定のとおりとする。 

(4) Ｂクラブがリーグ登録した外国籍選手が、FIBAによる代表戦活動期間におい

て自国の代表選手もしくは代表候補選手として召集され、当該活動によりＢク
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ラブでの活動から離脱する場合、当該活動のための日本出国日または代表活動

合流日から離脱する選手の最終代表活動日の翌日から７日後までの間、当該選

手数と同数（ただし最大２名とする）の外国籍選手を追加登録することができ

る。 

(5) 前項の規定に基づく新たな外国籍選手のＢリーグ登録については、Ｂリーグ

規約第93条各項の規定に従うこととする。なお、このとき前条第２項の規定は

適用しない。 

第32条〔インジュアリーリスト〕 

(1) シーズン中に外傷・障害の診断を受けた選手は、同時に２名までインジュア

リーリストに登録することができ、インジュアリーリスト登録期間中は、登録

人数に応じた選手数の新規リーグ登録をすることができる。ただし、選手の登

録期間が経過した後は、インジュアリーリストへ選手を登録しても、新規リー

グ登録はできない。 

(2) インジュアリーリストに登録する場合は、インジュアリーリスト登録申請書

と医師の診断書をリーグへ提出することで、当該選手との契約を保持したまま、

一時的にリーグ登録を抹消することができる。 

(3) インジュアリーリストに登録された選手は、当該登録から30日間は再びリー

グ登録することができない。 

(4) インジュアリーリストを抹消し、当該選手を再びリーグ登録する場合は、イ

ンジュアリーリスト抹消申請書をリーグへ提出することとする。 

(5) インジュアリーリストへ登録された選手は、前項の手続きにより登録期間最

終日以降も再びリーグ登録することができる。 

(6) インジュアリーリストへ登録された選手が、所属クラブとの契約を満了する

か、契約解除に至った場合、契約期間の終了をもってリーグは当該選手をイン

ジュアリーリストより抹消する。ただし、期限付移籍によって当該選手が移籍

した場合は、リーグは所属元クラブを移籍先クラブへ変更するものの、当該選

手はインジュアリーリストへ残存し、前第３項のリーグ再登録までの期間も有

効に扱う。 

(7) インジュアリーリストへ同時に２名登録しているクラブは、当該登録期間中、

インジュアリーリストへ登録された選手を新たに期限付移籍により獲得するこ

とはできない。 

第２節 特別指定選手制度 

第33条〔特別指定選手の目的〕 

満22歳以下のバスケットボール選手を対象に、連盟の垣根を越えて、個人の能
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力に応じた環境を提供することを目的とする。 

第34条〔特別指定選手の対象〕 

Ｂリーグは、Ｂクラブからの申請に基づき、前シーズン４月１日時点で満22歳

の誕生日を迎えていない選手であって、かつ、第35条の条件を満たす選手を特別

指定選手として認定する。 

第35条〔特別指定選手の条件〕 

特別指定選手は次の各号の条件を満たすものとする。 

① 日本国籍を有すること 

② 外国籍選手ではないこと 

③ 健康であることを証明されていること 

第36条〔特別指定選手の登録人数〕 

Ｂクラブは、第30条に規定した登録数に加え、シーズン中に特別指定選手を２

名までＢリーグ登録することができる。このとき、当該選手が他連盟に選手登録

している場合、所属チームへ登録したまま、Ｂリーグの公式試合に出場すること

ができる。 

第37条〔特別指定選手の契約区分〕 

特別指定選手の契約区分は次の各号のとおりとする。 

① 他連盟に選手登録している選手との契約は、アマチュア契約のみとする。

この場合、クラブは所属元と選手（未成年の場合は保護者同伴）の三者合意

を得て、所定の申請書をリーグへ提出する。 

② いずれの連盟にも登録していない選手との契約は、アマチュア契約または

プロ契約のいずれも可とする。この場合は、クラブは選手（未成年の場合は

保護者同伴）の合意を得て、所定の申請書をリーグへ提出する。 

第３節 U22枠選手制度 

第38条〔U22枠選手の目的〕 

ユース出身選手の特別枠により、育成組織からの選手輩出を促進するとともに

若手の選手強化のさらなる向上を目的とする。 

第39条〔U22枠選手の対象〕 

Ｂリーグは、Ｂクラブからの申請に基づき、次の各号のいずれかの選手であっ

て、かつ、第40条の条件を満たす選手をU22枠選手として認定する。 
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① 前シーズン４月１日時点で満18歳の選手 

② 前シーズン４月１日時点で満19歳の選手 

第40条〔U22枠選手の条件〕 

U22枠選手は次の各号の条件を満たすものとする。 

① 申請を行うＢクラブのユースチームへ有効に登録された期間が申請時点で

累積３カ月以上であること 

② 日本国籍を有すること 

③ 外国籍選手ではないこと 

④ 健康であることを証明されていること 

⑤ 高校在学中でないこと 

第41条〔U22枠選手の登録人数〕 

(1) Ｂクラブは、第30条に規定した登録数に加え、シーズン中にU22枠選手を２名

までＢリーグ登録することができる。 

(2) U22枠選手が期限付移籍をした場合、当該期限付移籍の期間においても、当該

期限付移籍選手の数は前項の登録可能人数に含まれるものとする。 

第42条〔U22枠選手の契約区分〕 

U22枠選手の契約区分はプロ契約のみとし、クラブは選手の合意を得て、所定の

申請書をリーグへ提出する。 

第４節 ユース育成特別枠選手制度 

第43条〔ユース育成特別枠選手の目的〕 

Ｂユースの価値向上と、Ｂユースにおける育成強化の促進を目的とする。 

第44条〔ユース育成特別枠選手の対象〕 

Ｂリーグは、Ｂクラブからの申請に基づき、前シーズン４月１日時点で満18歳

の誕生日を迎えていない選手であって、かつ、第45条の条件を満たす選手をユー

ス育成特別枠選手として認定する。 

第45条〔ユース育成特別枠選手の条件〕 

ユース育成特別枠選手は次の各号の条件を満たすものとする。 

① 申請を行うＢクラブのユースチームへ有効に登録中であり、当該登録期間

が申請時点で累積３カ月以上であること 

② 日本国籍を有すること 
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③ 外国籍選手ではないこと 

④ 健康であることを証明されていること 

第46条〔ユース育成特別枠選手の登録人数〕 

(1) Ｂクラブは、第30条に規定した登録数に加え、シーズン中にユース育成特別

枠選手を２名までＢリーグ登録することができる。このとき、当該選手がユー

スチームとして他連盟に選手登録している場合、所属チームへ登録したまま、

Ｂリーグの公式試合に出場することができる。 

(2) ユース育成特別枠選手については、第28条規定の再登録の禁止対象から除外

する。 

第47条〔ユース育成特別枠選手の契約区分〕 

ユース育成特別枠選手の契約区分はアマチュア契約のみとし、クラブは選手（未

成年の場合は保護者同伴）の合意を得て、所定の申請書をリーグへ提出する。 

第５節 アジア特別枠選手制度 

第48条〔アジア特別枠選手制度の目的〕 

アジアの多様な選手との日常的な対戦を行うことによる、強度の高いバスケッ

トボール環境を構築し、アジア市場での事業価値を向上させることを目的とする。 

第49条〔アジア特別枠選手制度の対象国〕 

(1) アジア特別枠選手制度の対象国および地域は以下の通りとする。 

① 中華人民共和国 

② 大韓民国 

③ フィリピン共和国 

④ インドネシア共和国 

⑤ 中華民国（台湾） 

⑥ タイ王国 

⑦ ベトナム社会主義共和国 

⑧ モンゴル国 

⑨ マレーシア 

⑩ 中華人民共和国香港特別行政区 

⑪ 中華人民共和国マカオ特別行政区 

⑫ インド 

⑬ シンガポール共和国 

⑭ レバノン共和国 
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(2) 前項各号のいずれかのみの国籍を選手が保有する場合は、アジア特別枠選手

として登録を認める。ただし、当該選手が帰化により前項各号のいずれかの国

籍を保有している場合は、帰化前の国籍が前項各号のいずれかの国籍である場

合に限り、アジア特別枠選手として登録を認める。 

(3) 複数の国籍を選手が保有する場合は、全ての国籍が第１項各号に該当する場

合に限り、アジア特別枠選手として登録を認める。ただし、第１項各号に該当

する国籍と、該当しない国籍を双方保有する場合でも、第１項各号の国の代表

選手（カテゴリーを問わない。ただし、3x3競技については除く）としてFIBA

により登録された実績を有する場合においては、アジア特別枠選手として登録

を認める。当該FIBAによる登録区分が帰化選手枠である場合はこの限りでない。 

(4) 前２項によりアジア特別枠選手として登録を認められる選手は、外国籍選手

として登録することを妨げない。 

(5) アジア特別枠選手または外国籍選手のいずれかにおいて登録した場合、同一

シーズンにおいて他に登録を変更することはできない。ただし、第50条第３項

に基づき、アジア特別枠選手として登録を取り消された場合はこの限りでない。 

第50条〔登録に関する宣誓〕 

(1) アジア特別枠選手をリーグ登録する際には、所定の宣誓書をリーグへ提出し

なければならない。 

(2) 宣誓書の記載事項および当該選手の保有国籍に関して調査が必要な場合にお

いては、当該選手およびクラブはリーグの調査へ協力する義務を負う。 

(3) 前項により、アジア特別枠選手のリーグ登録に際する違反が認められた場合、

リーグは当該選手のアジア特別枠選手登録を取り消し、クラブおよび当該選手

に対し制裁を科すことができる。ただし、チェアマンは裁定委員会へ諮問の上、

本制裁を決定する。 

① クラブ：制裁金最大500万円および当該クラブにおけるアジア特別枠制度運

用を最大12か月認めない 

② 当該選手：制裁金最大500万円および最大12か月の出場停止 

(4) 前項により違反が認められた選手が、公式試合における試合記録を残してい

た場合は、当該記録は有効に成立するものとする。ただし、表彰との関係にお

いては、当該記録は考慮しない。 

第51条〔アジア特別枠選手の契約運用〕 

アジア特別枠対象選手とクラブとの契約に際しては、プロ契約の場合は協会が

定める選手統一契約書を締結することとし、アマチュアの場合はＢリーグが定め

るアマチュア選手誓約書に署名（電磁的方法によるものを含む）し提出しなけれ

ばならない。 
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第６節 選手登録手続き 

第52条〔選手登録の方法〕 

(1) 協会への選手登録は、協会の基本規程に基づき、アマチュア選手およびプロ

選手のいずれもＢクラブが登録申請をもって行う。 

(2) Ｂクラブは、所属選手との契約に用いた統一契約書および誓約書、ならびに

個別契約書の全ての写しをリーグへ提出するものとする。 

第７節 その他 

第53条〔選手でない者の取扱い〕 

(1) Ｂクラブは、練習生等肩書の如何を問わず、Ｂクラブに所属するプロ選手ま

たはアマチュア選手のいずれにも該当しない者に関し、以下の取扱いを行って

はならない。ただし、第１号および第４号の規定は、当該Ｂクラブのユースチ

ームの選手については適用しない。 

① 当該者が自クラブに所属する選手である、または所属する選手であると認

識されるおそれのある内容での対外的発表 

② 選手としての活動に対する報酬の支払い 

③ 練習参加のための物品の支給、旅行費、練習参加による負傷時の治療費の

実費相当分を超える手当の支払い 

④ 当該者の協会への選手登録 

(2) いかなるＢクラブも、前項の者と選手契約交渉を行うにあたり、当該者が所

属するＢクラブへの事前通知および当該クラブの承諾を要しない。 

(3) Ｂリーグは、Ｂクラブに対し、本条第１項第２号および第３号の遵守状況を

確認するため、第１項の者がＢクラブに所属する根拠となる書類、在留資格に

関する書面その他Ｂリーグが必要と判断する資料の提出を求めることができる。

Ｂリーグより提出を求められたＢクラブは、速やかに資料を提出しなければな

らない。 

第54条〔選手の登録期間最終日〕 

Ｂクラブは、登録期間最終日の翌日以降、選手のリーグ登録が出来ないことと

する。なお、登録期間最終日は、当該シーズンの３/４終了時を基準とし、2025-26

シーズンにおいては３月17日と定める。 
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第３章 改正 

第55条〔改 正〕 

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。 

第４章 附則 

第56条〔施 行〕 

本規程は、2016年５月11日から施行する。 

 

〔改 正〕 

2016年６月１日 

2017年７月12日 

2018年７月10日 

2019年７月９日 

2020年７月14日 

2021年８月10日 

2022年８月17日 

2023年９月１日 

2024年１月１日 

2024年６月18日 

2024年８月22日 

2025年２月12日 

2025年７月８日 

2025年９月９日 

  

  


